
田老地区意向調査に係る説明会 
 

日時場所   

① 10月 9日（火）午後2時から    田老公民館 

②   〃    午後6時30分から  樫内地区集会施設 

③ 10月10日（水）午後6時30分から  グリーンピア三陸みやこ 潤鳳の間 



本日の説明会について 
●出席者の紹介 
 ・市、受託事業者（UR都市機構） 

●説明内容 

１．復興まちづくりに関する検討状況について 

 （１） 津波浸水シミュレーションについて 

 （２） 土地利用計画（案）について 

２．意向調査について 

 （１） 意向調査の趣旨・進め方について 

 （２） 意向調査の回答の流れについて 

 （３） 回答にあたって参考になる資料について 

 （４） 意向調査（個別面談）のスケジュールについて 

 （５） 今後のスケジュールについて 



１．復興まちづくりに関する検討状況について 

◎ 前回の説明会（8月上旬）でお示しした土地利用 

    計画図（案）をもとに、防潮堤整備の見直しを踏まえ、

具体的な検討を進めています。 

◎ 防潮堤整備の見直し内容 

   一線堤を海側に約７０ｍ離します。 

◎ 本日は、現時点での検討内容についてご説明します。 



（参考） 
 防潮堤変更に伴う 
 津波浸水シミュレーション 

（１） 津波浸水シミュレーションについて 



現在の検討案につき、今後の意向調査、
詳細検討により内容は変更となります。 

（２） 土地利用計画（案）について 

（参考図面１） 

 全体計画図（案） 



○ 乙部高台には、住宅地や 
  公益施設を配置します。 
 ・ 面積 約21ha 
 ・ 約350戸（約70坪/戸での換算） 

現在の検討案につき、今後の意向調査、
詳細検討により内容は変更となります。 

（参考図面２） 乙部高台住宅地の土地利用計画図（案） 



参考 アニメーション 

◎ 田老市街地 
  新設予定の幹線道路、防潮堤等の位置関係について 
  お示しします。 
◎ 乙部高台住宅地 
  土地利用計画の整備イメージをお示しします。 

例 

アニメーションは、検討中の土地利用計画（案）をもとに作成したものです。変更となる場合があります。 

例 



 



（１） 意向調査の趣旨・進め方について 

・郵送により説明会のお知らせと意向調査のご案内を順次お送りしています。 

・第1回目の発送は、震災時にお住まいだった方にお送りしました。 

・土地をお持ちの方については、現在、対象者の調査中ですので、 

 10月下旬の発送を予定しています。 

個別面談方式で行います。日時や場所は１６頁のとおりです。 

※ご都合のつかない方は、次頁の問合せ先までご連絡ください。 

住まいの再建や土地利用に関する詳細なご意向を改めてお聞きし、防災集団

移転促進事業や土地区画整理事業の計画策定にあたっての基礎資料とさせて

いただきます。 

２．意向調査について 

① 意向調査の目的 

② 意向調査の方法 

③ 連絡方法 



  調査対象範囲   

田老地区の浸水区域

（右図参照）内に土地を

お持ちの方および震災

時にお住まいだった方 

④ 意向調査の対象者 



○ グリーンピア三陸みやこ 

   グラウンド仮設住宅集会所、駐車場仮設住宅談話室、 

   テニスコート仮設住宅集会所 

○ 樫内仮設住宅談話室 

○ 田老総合事務所 

○ 市役所駐車場仮設事務所 

※  詳しい日程は郵送したご案内の裏面をご確認ください。 

⑤ 意向調査に関する日程 

⑥ 意向調査（個別面談）の場所 



○  意向調査のご案内は、順次お送りしています。 

  現在、お手元に届いていない方については、次回以降の 

  発送となりますので、もうしばらくお待ちください。 

    また、お知り合いの方などのうち、１０月末までにご案内が 

  届かない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。 

 

 

 

○  本日ご説明する「意向確認での前提条件（地価の目安、 

  減歩率、分譲価格等）」は、現在検討中のものであり、 

  今後変更となる可能性がありますことをご了承願います。 

問合わせ先       宮古市 都市整備部 都市計画課 計画担当 
              電話 ０１９３－６８－９１０５ 

⑦ お願い 



（２） 意向調査の回答の流れについて 
問１ 世帯の状況 

問２ 震災時のお住まい 
 
 

 

田老地区の浸水区域内に 

 住んでいた方 住んでいなかった方 

問３ 震災時の居住ゾーン 

 Ａゾーン Ｂゾーン Ｃゾーン 

問４ お住まいだった住宅等の状況 

 住宅の状況等 買取りの希望等 

問５ 希望する住宅の再建場所 
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問６ 問７ 問８ 問９ 

問10 浸水区域内の土地の活用意向 

問11 ご意見・ご質問 

住宅に関する意向について 



（３） 回答にあたって参考になる資料について 

資料１ 震災時の居住ゾーンと住宅の再建場所 

資料２ 住宅移転に関する事業の概要（１）（２）（３） 

資料３ 住宅再建等の支援策の内容 

資料４ 震災時の居住ゾーン別の活用できる住宅再建等 
     の支援策 （Ａゾーンの方）（Ｂゾーンの方）（Ｃゾーンの方）  

資料５ 住宅再建に関する費用の試算例（１）（２）（３） 



資料１ 震災時の居住ゾーンと住宅の再建場所 

A ゾーン 

Ｂゾーン 

Ｃゾーン 

■震災時の居住ゾーンについて 
問３の参考資料 
 

  

 
乙部、館が森の各一部 
・比較的浸水が浅かった区域 
・津波浸水シミュレーションで浸水しないと想定される区域 
・国道45号及び長内川の北側、田老第一中学校付近 
  
  

 

ケラス、荒谷、館が森、川向、田の沢、 

田中の各一部 

・津波の襲来で甚大な被害が発生した区域 

・津波浸水シミュレーションで浸水深が２ｍ以上と想定され
る区域を含む 
・二線堤より山側 
 

  
  

乙部、青砂里、野原、川向、向山、小林、 

小田代の各一部 

・津波の襲来で甚大な被害が発生した区域 

・津波浸水シミュレーションで浸水深が２ｍ以上と想定され
る区域を含む 
・二線堤より海側、田老駅周辺、神田川周辺 



住宅の再建場所については、以下の４例が考えられます。 
それぞれの支援策等の条件は、震災時の居住ゾーンごと 
に異なります。 

■住宅の再建場所について   問５の参考資料 

災害公営住宅 
・ 建築する場所や規模については、現在検討中 

乙部高台住宅地・田老市街地以外 
・上記以外 

乙部高台住宅地 
・ 防災集団移転促進事業により整備する 
  高台住宅地 
・ 概ね左図の位置 
・ 事業区域等については、現在検討中 

田老市街地 
・ 土地区画整理事業により整備する市街地 
・ 概ねＢゾーン 
・ 事業区域等については、現在検討中 



●地権者のみなさんの
土地の一部を提供
（減歩“げんぶ”）
してもらい、道路や
公園などの公共施設
を整備します。 

●新しい道路等の公共
施設に合わせて形状
等を整えながら土地
の再配置（換地“か
んち”）を行います。 

 
 

 

（ア） 土地区画整理事業について 

資料２ 住宅移転に関する事業の概要（１） 



田老地区の土地区画整理事業の概要 

●土地の面積が小さい等、特別な場合は、減歩を抑え整理前と 
 同等程度の面積を確保することも今後検討する予定です。   
   ※ この場合、土地の減歩に代わり、金銭の負担（清算金）が 
         発生します。 
     ※ 面積が小さい場合の目安は、土地区画整理事業後の面積で 
           住居系が100㎡以上（約30坪）、商業系が65㎡（約20坪）以上 
    です。 
 

●田老地区の平均の減歩率は、５％程度を想定しています。  
  ※ あくまでも現時点での検討案であるため、今後の詳細検討により 

    変動します。 
 

【補足説明／減歩率】  
 ◇ 個々の減歩率は、施行前の土地評価と施行後の土地評価により 
   算定されるため、個々に異なります。 
 



    土地区画整理事業予定地 



（イ） 防災集団移転促進事業について 

【事業のイメージ】 

   災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民
の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居
の集団的移転を促進することが適当であると認めら
れる区域（防災集団移転促進事業を適用する区域） 

●移転促進区域とは 

①住居の集団的移転を促進
することが適当である区
域（移転促進区域）を市
が指定。  

＜手順＞  

③移転者は、住宅団地の敷
地を借地または購入した
上で住宅を建築し移転。
市は、住宅用地取得費や
住宅建築費に対する利子
相当額の補助等を実施。 

②市が、移転促進区域内の
住宅用途に係る土地の買
取り等を行い、住宅団地
の用地取得及び基盤整備
を実施。  

資料２ 住宅移転に関する事業の概要（２） 



乙部高台住宅地の概要 

参考 

震災時の平均の宅地面積（田老市街地）： 概ね210㎡（70坪）程度 

 

 

●住宅建築は、みなさんが自ら実施します。 
個人の住宅については、各人が建築することになります。 

 

【参考価格】  

 分譲の場合は、12,000円/㎡～13,000円/㎡程度 

        （40,000円/坪～43,000円/坪程度） 

   
 賃貸の場合は、360～390円/㎡/年程度 

        （1,200円/坪～1,300円/坪程度） 

 

 

●高台住宅地の平均の住宅敷地面積は100坪以下です。 
  

 

 

 



※土地の価格は、今後、不
動産鑑定評価等により決
定する予定です。 

 
※土地に抵当権が設定して
ある場合、買取できない
場合があります。 

表示している地価は、 
平成24年3月時点における
目安（概算）の額です。 
 
※個々の宅地の形状、接道
条件等により価格は異な
ります。 

 また、今後の社会・経済
状況等により、変動する
場合があります。 

住宅地の買取の参考価格 

  移転促進区域の指定を検討している区域 

 

約13,500～21,500円/㎡ 
（約44,500～71,000円/坪） 

約9,900～11,000円/㎡ 
（約32,500～36,500円/坪） 

約9,900～16,500円/㎡ 
（約32,500～54,500円/坪） 

約6,300～11,000円/㎡ 
（約21,000～36,500円/坪） 



（ウ）がけ地近接等危険住宅移転事業について 

▼留意点 
・本制度の活用を希望される場合
は、建築住宅課まで事前に相談
してください。 

 
・本事業施行前の借入契約は対象
となりません。 

・要件に満たない場合は、本事業を
活用できない場合があります。 

①災害により住民の生命に危険を
及ぼすおそれのある区域（災害
危険区域）を市が指定。  

＜手順＞  
 

②危険住宅の除却等に要する費
用、住宅用地取得費や住宅建築
費に対する利子相当額の補助を
実施。 

資料２ 住宅移転に関する事業の概要（３） 



 ・防潮堤などの防災施設を整備後に最大クラス（東日本大震災
規模）の津波が襲来した場合に予想される浸水深が基準。  

・予想浸水深が１ｍ以上（１ｍ未満であっても、これらに隣接し、
流失物等による被災の恐れがある区域を含む）の区域には、 

 「災害危険区域」を指定して建築の制限を行います。  

（参考）災害危険区域とは 



（エ）災害公営住宅について 

 災害公営住宅については、現在、建設のための準備を進めています。建設場所や建設
戸数など、詳しい内容が決まった際は、順次、広報などでお知らせします。 
 入居するための申し込みの手続き方法なども、決まり次第、広報などでお知らせします。 

■災害公営住宅の間取り   
  次の３種類の間取りを目安とします。各災害公営住宅ごとの具体的な間取りは、 
 今後の設計の際に検討を行い決定します。 
    1ＤＫ （約40㎡程度）  世帯人数が１人の世帯向け 
    2ＤＫ （約55㎡程度）  世帯人数が２人以上の世帯向け 
    3ＤＫ （約65㎡程度）  世帯人数が３人以上の世帯向け 

■災害公営住宅に入居するための条件 
  災害公営住宅には次の全ての条件に該当する方が入居できます。 
    ①3/11に住んでいた住宅が、地震・津波により滅失した方（全壊、大規模半壊など） 
    ②現在、仮設住宅などに住んでおり、お住まいに困っている方 
    ③暴力団員でないこと  



■災害公営住宅の家賃（参考家賃額） 
各災害公営住宅の部屋ごとの家賃の額は、完成後に決定します。家賃の計算方法等

や参考額を資料５（11～12頁）に示します。 

入居する世帯の家賃は、世帯全体の収入額や家族の人数により、入居する世帯ごと
に決定します。 



資料３には、住宅再建に係る支援内容が記載されて
います。 
※各制度とも要件に満たない場合は、活用できない場合があります。 

資料３ 住宅再建等の支援策の内容 



資料４には、震災時の居住ゾーンごとに 

今後の住宅再建場所に応じて活用できる事業手法や支援策が記載
されています。該当する頁をご覧ください。 

あなたの震災時の 
居住ゾーンに 
あてはまる頁を 
ご覧ください。 

今後の住宅再建ごとに 

住宅再建に関する方策を
整理しています。 

資料４ 震災時の居住ゾーン別の活用できる住宅再  
     建等の支援策 （Ｂゾーンを例示）  



活用できる事業手法を 
紹介しています。 
内容については、 
資料２をご覧ください。 

活用できる支援策を 
整理しています。 
内容については、 
資料３をご覧ください。 

各支援策における 
留意点を 
整理しています。 



住宅再建に関する支援策を考慮した 
費用を試算できる表です。 

「例えば」と記載がある項目で 
該当するものを選択して頂きます。 

 複雑な表ですので、面談の際に、
調査員にお問い合わせ頂けば、 
この表の説明と概算額等を 
ご提示致します。 

資料５ 住宅再建に関する費用の試算例（１） 



（４） 意向調査（個別面談）のスケジュールについて 
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個 別 面 談

グリーンピア三陸みやこ 駐車場仮設住宅談話室

グリーンピア三陸みやこ テニスコート仮設住宅集会室

グリーンピア三陸みやこ グラウンド仮設住宅集会室

樫内仮設住宅談話室

田老総合事務所 市役所駐車場仮設事務所

※第２回の意向調査に係る説明会については、個別通知にてお知らせします。（11月上旬開催予定） 

対象日は、お配りしている「開催日程」のとおりですが、 
皆様のご都合のよい日時、場所にご来場頂いても構いません。 



（５） 今後のスケジュールについて 



【問い合わせ】 宮古市都市整備部都市計画課 計画担当 
          電話 ０１９３-６８-９１０５ 

◎ 調査表にご記入の際は、ご家族の方などと 
    ご相談したうえで、ご記入をお願いします。 

◎ 意向確認は、事業を進めていくうえで極めて 
    重要なものとなります。ご多忙中とは思いますが、 
    ご参加くださいますようお願いします。 

 意向確認に際してのお願い 


